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   木津川市公共下水道条例の一部改正について 

 

 木津川市公共下水道条例（平成１９年木津川市条例第１８８号）の一部を別紙のと

おり改正する。 
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   提案理由 

 災害その他非常の場合において、他の市町村長の指定を受けた者等が排水設備等の

工事を行うことができるよう、また、「下水道法施行令（昭和３４年政令第１４７号）」

の一部が改正されたことに伴い、所要の改正を行うものです。 

 

 

 



木津川市条例第   号 

 

   木津川市公共下水道条例の一部を改正する条例（案） 

 

 木津川市公共下水道条例（平成１９年木津川市条例第１８８号）の一部を次のよう

に改正する。 

 

（下線部分は改正部分） 

改正後 改正前 

 （排水設備等の工事の実施） 

第６条 排水設備等の新設等の工事（管

理者が別に定める軽微な工事は除く。）

は、管理者が指定した下水道排水設備

指定工事業者によって行わなければな

らない。ただし、災害その他非常の場合

において、管理者が他の市町村長（地方

公営企業法（昭和２７年法律第２９２

号）第７条の規定により置かれた下水

道事業の管理者を含む。）の指定を受け

た者に工事を行わせる必要があると認

めるときは、この限りでない。 

２ 下水道排水設備指定工事業者等に関

し必要な事項は、管理者が別に定める。 

（除害施設の設置等） 

第１０条 次に定める基準に適合しない

汚水（水洗便所から排除された汚水及

び法第１２条の２第１項又は第５項の

 （排水設備等の工事の実施） 

第６条 排水設備等の新設等の工事（管

理者が別に定める軽微な工事は除く。）

は、管理者が指定した下水道排水設備

指定工事業者によって行わなければな

らない。 

 

 

 

 

 

 

２ 下水道排水設備指定工事業者に関し

必要な事項は、管理者が別に定める。 

（除害施設の設置等） 

第１０条 次に定める基準に適合しない

汚水（水洗便所から排除された汚水及

び法第１２条の２第１項又は第５項の



規定により公共下水道に排除してはな

らないこととされるものを除く。）を継

続して排除して公共下水道を使用する

者は、除害施設を設け、又は必要な措置

をしなければならない。ただし、管理者

が別に定める項目に係る汚水で、水量

及び水質がともに管理者が別に定める

範囲内であるものについては適用しな

い。 

（１）～（７） （略） 

（８） 前各号に掲げる物質又は項目

以外のもので、京都府環境を守

り育てる条例により当該公共下

水道が接続する流域下水道から

の放流水に関する排水基準が定

められたもの（第４号に掲げる

項目に類似する項目及び大腸菌

数を除く。） 当該排水基準に係

る数値 

 

規定により公共下水道に排除してはな

らないこととされるものを除く。）を継

続して排除して公共下水道を使用する

者は、除害施設を設け、又は必要な措置

をしなければならない。ただし、管理者

が別に定める項目に係る汚水で、水量

及び水質がともに管理者が別に定める

範囲内であるものについては適用しな

い。 

（１）～（７） （略） 

（８） 前各号に掲げる物質又は項目

以外のもので、京都府環境を守

り育てる条例により当該公共下

水道が接続する流域下水道から

の放流水に関する排水基準が定

められたもの（第４号に掲げる

項目に類似する項目及び大腸菌

群数を除く。） 当該排水基準に

係る数値 

 

 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 


